
鹿児島県警察音楽隊 Twitter運用ポリシー

1 目的

本運用ポ リシーは,鹿児島県警察音楽隊アカウン ト (以 下「本アカ ウン ト」とい う。)

の運用に関す る事項について定めます。

2 運用管理者 (ア カ ウン ト運用者 )

鹿児島県警察本部警務部相談広報課

3 アカ ウン ト名

(3)kpb-1948

4 基本方針

@kpb… 1948は情報発信用です。原則 として,返信等は行いません。

5 運用方法

本アカウン トは,鹿児島県警察音楽隊隊員が次の とお り運用 します。

(1)発信時間

情報は,原則 として,平 国の午前 8時 30分 か ら午後 5時 15分 までの間 とします。

(2)発信す る情報

ア イベ ン ト情報,派遣演奏及び音楽隊活動 に関す る 1青 報

イ 相談広報課長が必要 と認める情報

(3)運用期間

本アカウン トの運用は予告な く終了,又 はツ ィー トを削除す る場合があ ります c

6 免責事項について

(1)鹿児島県警察では,本アカ ウン トの投稿 における情報の正確性,完全性 には細心

の注意 を払っていますが,こ れを保証す る義務までは負いません。

(2)鹿 児島県警察は,利用者が本アカ ウン トを利用 したこと,又 は利用す ることがで

きな くなったことによつて生 じるいかなる損害について も一切責任 を負いませんc

(3)鹿児島県警察は,利用者 によ り投稿 された本アカ ウン トに対す る 「返信」,「 リツ

イー ト」等については一切責任は負いません。

(4)鹿児島県警察は,本 アカ ウン トに関連 して,利用者間又は利用者 と第二者間での

トラブル・紛争が発生 した場合であっても,一切責任 を負いません。

7 禁止事項について

以下の各項に該 当す る場合,予告な く削除又はアカウン トのブロック等 を行 う場合

があ ります。

(1)法律,法令等に違反す る内容,又 は違反す るおそれがあるもの

(2)特定の個人・団体等を誹謗中傷す るもの

(3)政治,宗教活動を目的 とす るもの

(4)著作権,商標権,肖 像権な ど当庁又は第 3者の知的財産権 を侵害す るもの

(5)広告,宣伝,勧誘,営業活動,そ の他営利 を目的 とす るもの

(6)人権 。思想・信条等の差別又は差別 を助長す るもの

(7)公の秩序又は善良の風俗に反す るもの

(8)虚偽や事実 と異なる内容及び単なる風評や風評 を助長 させ るもの

(9)本人の承諾な く個人情報 を特定 。開示・漏 えいす る等個人のフ
・
ライだシーを侵害す る

もの



(10)他 のユーザー,第二者 にな りすま したもの

(11)有 害なプログラム等

(12)わ いせつな表現な どを含む不適切 な内容のもの

(13)鹿 児島県警察の発信す る内容の一部又は全部 を改変す るもの

(14)鹿 児島県警察の発信す る内容に関係 のない もの

(15)そ の他,鹿 児島県警察が不適切 と判断 した情報及び これ らの内容 を含む リンク等

8 本アカウン トに対す る投稿について

(1)鹿児島県警では,利用者か らのコメン トを常時閲覧す るものではあ りません。

また,本アカ ウン トに対す る投稿や コメン トに対 して,原則 として 「返信」及

「リツイー ト」は行いませんЭただ し,公式アカ ウン トの確認が とれ る公的機関等に

対 しては返信す ることがあ り得ます。

また,ダイ レク トメッセージは行いません。

(2)利用者か ら投稿 された事件事故の通報 ,相談,質 問等 を内容 とす る投稿には対応

できません。

9 フォローについて

鹿児島県警察では,原則 としてフォローは していません。ただ し,公式アカ ウン ト

の確認が とれ る公的機関の運用するアカウン トはフォローすることがあ ります。

10 個人情報の取扱いについて

鹿児島県警が,本アカ ウン トで取得 した個人情報については,鹿児島県個人情報保

護条例 (平成 14年鹿児島県条例第 67号 )に基づき取 り扱います。

11 知的財産権

本アカウン トに投稿 している文章,画像等に関す る知的財産権は,運用管理者又は

運用管理者以外の原作者等に帰属 します。

12 お問い合わせ について

鹿児島県警察音楽隊に関す る御意見やお問い合わせな どは,鹿児島県警察本部代表

電話 (099‐ 206-0110)を 御利用下 さい。

13 本ポ リシーの変更について

本ポ リシーは,予告なく変更す ることがあ ります。

平成 29年 6´月 29日

鹿児島県警察本部

警務部相談広報課

音楽隊係


